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１ ゆんたくひんたく 

２ ４障害者雇用率の引き上げが決定 「令和５年度の現物給与の価額」が決定 

３ ５電子申請できる雇用関係助成金の対象が拡大 労働関係指標 



障害者雇用率の引き上げが決定（令和６年４月～）

障害者雇用促進法に関する政省令が改正され、障害者雇用率の引き上げなどや支援策の強
化が実施されることが決まりました。ポイントを確認しておきましょう。 

★非常に重要な改正です。詳しく内容を知りたいときは、気軽にお声掛けください。 
特に、新たに「障害者を雇用しなければならない対象事業主」となる可能性がある場合（常時使用する労働者数が
人前後である場合）には、無視することができない改正です。

･･･････････････････････････障害者雇用促進法に関する政省令の改正のポイント････････････････････････

その１ 障害者雇用率（障害者の法定雇用率）が段階的に引き上げられます。〔令和６年４月から段階的に施行〕
◆障害者の法定雇用率の段階的な引き上げについて（厚労省の資料より）◆

その２ 除外率が引き下げられます。〔令和７年４月施行〕 
その３ 障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。 

・一部の週所定労働時間 時間未満の方の雇用率への算定〔令和６年４月施行〕
その４ 障害者雇用のための事業主支援の強化（助成金の新設＊・拡充）を行います。 

＊雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金の
新設を予定                    〔令和６年４月施行〕

雇用関係助成金ポータルがオープン 電子申請できる助成金の対象が拡大
厚生労働省から、「雇用関係助成金ポータル」がオープンするとのお知らせがありました。これに

より、電子申請できる雇用関係助成金の対象が、令和５年４月から２段階で拡大されます。同省がその周知の
ために作成したリーフレットの一部を紹介します。
･･･････････････雇用関係助成金を電子申請しませんか？（厚労省のリーフレット）の一部･･････････････

★今回の「電子申請できる雇用関係助成金の対象の拡大」は、社会保険労務士による申請にも対応しています。
必要であればお声掛けください。 

電子申請には「Ｇビズ
ＩＤ」の申請・取得が必要
です。（事業主が社会保険
労務士や弁護士等の代理
人に電子申請を依頼する
場合も「ＧビズＩＤ」の申
請・取得が必要です。） 

に実施されている他の電
子申請（雇用調整助成金・
産業雇用安定助成金の電
子申請、特定求職者雇用開
発助成金の電子申請）も引
き続き利用できます。 



ｓ 

･

読者の皆さまへ 

① 皆さまのご意見、ご感想をお待ちしております。随時お寄せ下さい。 

② ニュースレターの内容を無断で複写・転載することは著作権の侵害となります。くれぐれもおやめください。 

③ ニュースレターで取り上げた内容は、直面した事実をありのままに記載しているのであって、個人や団体を誹

謗中傷するものではございません。誤解のないようお願いいたします。 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
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健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与
の価額を厚生労働大臣が定めることとされていますが、現物給与の価額
をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に
係る現物給与の価額が改正されました。 
適用は、本年（令和５年）４月１日からとなります。 
今回は、住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、改正

はありません。 

「令和５年度の現物給与の価額」が決定

★本年４月から、一部
の都道府県において、
食事で支払われる報
酬等に係る現物給与
の価額が、ところどこ
ろ改正されます。現物
給与として処理して
いる食事代等がある
企業では、改正の有無
（改正がある場合は
その金額）を必ずチェ
ックしておきましょ
う。 

････････現物給与の価額（令和５年度）／食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の一部････････

３月分の の納付

 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出期限 

３月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
２月決算法人の確定申告と納税・８月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 
３月・８月・ 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

の提出期限

お仕事 

カレンダー

４月

赤字が改正箇所 



労働関係指標（2023 年 1 月) 

完全失業率 

（季節調整値※2） 

全国  2.40％ 

（前月比－0.1 ポイント） 有効求人倍率 

（季節調整値※2） 

全国  1.35 倍 

（前月差－0.01 ポイント）

広島県 2.10％※1

(前年同期比－0.1 ポイント)  

広島県 1.64 倍 

（前月差－0.01 ポイント） 

就業者数 

（季節調整値※2）

全国  6,744 万人 

（前月差＋18 万人）
定期給与※3 

現金給与総額※4 

（現数値）

全国  276,857 円 

（前年同月比＋0.8％）

広島県 145 万 4 千人※1

(前年同期比－1千人) 

広島県 269,316 円 

（前年同月比＋0.7％） 

※1 広島県の完全失業率と就業者数の値は四半期毎に公表されています。今号は、2022年10月～12月平均の値を掲載しております 

※2 季節調整値：前月からの変化を適切に捉えるため、季節変動の影響を除いた数値（原数値から季節変動を除去した結果数値） 

※3 定期給与：あらかじめ定められている支給条件と算定方法によって支給される給与のこと 

※4 現金給与総額：「決まって支給する給与（定期給与）」と「特別に支払われた給与（特別給与）」の合計額 

● 2023 年 1 月の福山公共職業安定所管内の雇用失業情勢     

2023(令和 5年)年 3月号を加工して作成

○ 有効求人倍率は 1.77 倍で、前年同月比 0.14 ポイント上昇。 

・月間有効求人数は 12,142 人で、前月比 3.5％減少。前年同月比 1.5%増加。 

・月間有効求職者数は 6,845 人で、前月比 1.3%増加。前年同月比 6.7％減少。 

○ 新規求人倍率は 3.17 倍で、前年同月比 0.13 ポイント上昇。 

・新規求人数は 4,421 人で、前月比 18.2%増加。前年同月比 5.2%増加。 

・新規求職申込件数は、1,395 人で、前月比 38.9%増加。前年同月比 0.7%増加。 

○ 就職件数は 292 人で、前月比 14.6％減少。前年同月比 12.3%減少。

労働関係指標
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